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東日本大震災当時の関東運輸局管内
の被災状況と対応について
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関東運輸局について
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関東運輸局 海事振興部

国土交通省の出先機関として、関東１都７県にて、海
上・陸上の交通・物流、観光等を所管しております。
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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の概要
関東運輸局 海事振興部

【地震の概要】
［発生日時］2011年3月11日 14時46分
［震源］三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の

東南東130ｋｍ付近）、深さ24ｋｍ
［規模（マグニチュード）］9.0

出典：「東日本大震災の記録」（H24.3.11国土交通省） ２

【津波の概要】
津波観測施設では、被害を受けたためデータが入手できない期間
があるなど、観測された以上の津波が到達した可能性もあり、土木
学会海岸工学委員会が中心となった「東北地方太平洋沖地震津波
合同調査グループ」が東日本の太平洋沿岸で現地調査を行ったと
ころ、三陸海岸では多くの地域で浸水高が20m以上であり、30mを
超過する地域もあった。また、岩手県宮古市では、遡上高さが40m
を超過していたことも分かった。

［各地の震度］
震度7：宮城県北部
震度6強：宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、

茨城県北部・南部、栃木県北部・南部
震度6弱：岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、

群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部
震度5強：青森県三八上北・下北、岩手県沿岸北部、

秋田県沿岸南部・内陸南部、山形県村山・置賜、
群馬県北部、埼玉県北部、千葉県北東部・南部、
東京都23 区・多摩東部・新島、神奈川県東部・西部、
山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖



震度６強：茨城県日立市、高萩市、笠間市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、筑西市、鉾田市
栃木県大田原市、宇都宮市、真岡市、市貝町、高根沢町

震度６弱：茨城県水戸市、常陸太田市、北茨城市、ひたちなか市、茨城町、東海村、城里町、
土浦市、石岡市、取手市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、美浦村、坂東市、稲敷市、
かすみがうら市、行方市、桜川市、常総市、つくばみらい市

栃木県那須町、那須塩原市、芳賀町、那須烏山市、那珂川町、
群馬県桐生市、 埼玉県宮代町、 千葉県成田市、印西市

関東運輸局の体制・対応等

① 非常体制発令 平成２３年３月１１日 １４時４６分
警戒体制へ移行 平成２３年６月２０日 １３時００分
注意体制へ移行 平成２３年７月２３日 ８時３０分

② 災害対策本部（本部長：関東運輸局長）設置 非常体制発令と同時刻
③ 災害対策本部会議の開催 平成２４年３月８日までに５８回開催

≪管内各地の震度分布≫
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震度

≪庁舎の被災≫
茨城運輸支局（水戸市）、
土浦自動車検査登録事務所（土浦市）、
鹿島海事事務所（神栖市）、
千葉運輸支局（千葉市）、
春日部自動車検査登録事務所（春日部市）、
神奈川運輸支局（横浜市）

等において、被害が発生

関東運輸局 海事振興部
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管内港湾の被災状況
関東運輸局 海事振興部

≪横浜港・川崎港・東京港・千葉港≫
・一部ガントリークレーンの使用不能、多段積みコンテナの荷崩れ、その他軽微な
被災があったが、応急補修等により３月１３日より荷役作業再開
・３月１２日、寄港地変更等にて京浜港で荷揚げしたコンテナの被災地への輸送に
ついて、関東運輸局長から京浜海運貨物取扱同業会へ協力依頼

≪鹿島港≫
・岸壁に亀裂・陥没等多数、
津波により空コンテナや自動
車等が港頭地区に散乱
・石炭運搬船、タンカー等が
津波により被災
・３月１２日、救援物資の海上
輸送に係る荷役について、関東運輸局長から鹿島港
運協会へ協力依頼
・３月２３日により、一部岸壁で荷役作業再開

≪大洗港≫
・フェリー埠頭を含め、段差、
陥没、亀裂多数
・津波により航送予定車両が
埠頭内に散乱
・商船三井フェリー（株）「大洗
～苫小牧」航路が運航休止
・同航路は、その後、３月２５日に「東京～苫小牧」に変
更して運航再開、６月６日に「大洗～苫小牧」で再開）

≪常陸那珂港≫
・段差、陥没、亀裂多数
・ガントリークレーンのレール
湾曲
・津波によりコンテナが埠頭
内に散乱
・４月１日、RORO船が寄港地を川崎港に変更して運
航再開（その後、５月に復帰）

≪日立港≫
・段差、陥没、亀裂多数。
・埠頭で輸入自動車の火災が
発生
・３月１７日、RORO船が寄港
地を東京港に変更して運航再
開（その後、５月に復帰）
・３月２９日、内航タンカーが入港

４



燃料油不足、計画停電、原発風評被害対応

≪燃料油不足≫
【離島航路】
○３月１６日、関東旅客船協会より関東運輸局長及び海事局長あて「離島航路就航旅客船の燃料油確保について」要望書を提出。
○管内離島航路運航事業者４社について、４月下旬には各精油所の復旧等に伴い燃料油の確保に支障なくなる。
【内航船】
○３月２２日、関東沿海海運組合、横浜地方海運組合及び千葉県内航海運組合より関東運輸局長あて「内航船舶の燃料油確保について
」要望書を提出。
【港運】
○３月１６日より、東京港、横浜港、川崎港の各コンテナターミナルに対して軽油逼迫状況緊急調査を実施。４月下旬には軽油不足はほぼ
解消。
○コンテナターミナルで使用する構内専用トラクター、ストラドルキャリア等の荷役機械の燃料油確保について、次の各団体、自治体が関
東運輸局長に要望書を提出。
・東京港運協会(3月15日) ・横浜港運協会(3月15日) ・東京都港湾局(3月16日) ・横浜市港湾局(3月16日)
○海上コンテナの陸上輸送については、各都県トラック協会を通じ、会員事業者に「軽油等の燃料供給力の不足による運行への影響調査
」を実施。４月下旬には軽油不足はほぼ解消。

≪計画停電≫
【港運】

○３月１５日、東京港運協会（東京港運災害対策本部長）より関東運輸局長あて「東京港における燃料油および電力供給の確保について
」要望書を提出。
○３月１５日、横浜港運協会より関東運輸局長あて「燃料油の確保、間断なき電力供給のお願い」要望書を提出。

≪原発風評被害≫
○日本発のコンテナ及び船舶の安全性に関し海外から懸念の声が上がっており、日本発のコンテナ及び船舶に対する放射線検査の実施
・強化や京浜港等への寄港取りやめが発生。
○このような事態を踏まえ、４月２２日、国土交通省港湾局・海事局は、「港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」
及び「船舶に関する放射線測定のためのガイドライン」を定め、輸出コンテナ及び船舶の放射線測定に対する証明を実施するとともに、港
湾内の大気及び海水について放射線測定を実施し、国土交通省ホームページにおいて公表することを発表。（４月２８日より実施）

関東運輸局 海事振興部
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おわりに

ご清聴
ありがとうございました。

≪お問合せ先≫

【港湾運送関係】 海事振興部 港運課 ０４５－２１１－７２１５

【内航海運関係】 海事振興部 貨物課 ０４５－２１１－７２７２

【旅客船関係】 海事振興部 旅客課 ０４５－２１１－７２１４

【安全管理規程等】海上安全環境部 運航労務監理官 ０４５－２１１－７２１３
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